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会社概要

名 称  有限会社 藤岡農産 （農業生産法人） 

所在地  〒０１８－４２８１  秋田県北秋田市羽根山字上ノ山２－８ 

  TEL ０１８６－７８－５１０９ 

FAX ０１８６－７８－５１２０ 

Ｅ-mail  fuzioka@orion.ocn.ne.jp
http：//www.fuzioka-nosan.co.jp

資本金  ２３,０００,０００円

役 員  代表取締役 藤岡茂憲 

構成員  ２名 

従業員   ６名（在東京１名） 厚生年金、健康・労災・雇用各保険、退職金・有休制度有 

略 歴  平成９年３月 法人登記   ５月 生産法人・認定農業者認定 

１２年２月 “あいかわこまち”商標登録 

１３年３月 インターネット販売開始 

１５年６月 田のインターネット・ライブ映像配信開始 

１５年８月 東京営業担当常駐 

１７年１月 農林水産大臣賞受賞、（土地利用型法人部門） 

事業内容  水稲（５０ha）・生産.販売  作業受託。 

  切り餅・味噌・稲庭うどん・いぶり漬けの販売  ・・・・・・ 

□■□■今や、品種ではなく「地域限定ブランド米」で米を選ぶ時代□■□■

 秋田県北秋田市の合川地区で５０ｈａの米を栽培しています。あきたこまちは秋田県が生んだ画期的な

品種ですが、今では北海道から九州まで全国どこでも栽培され出回っています。同じ品種なのに、食べて

みると産地によって味がバラバラ。この品種の良さを最大限に引き出せるのは、生まれ故郷の秋田の気候

風土、そして土と水です。私達の作る米は、正真正銘の秋田県産。しかも合川地区の地域限定ということ

で、平成１２年「あいかわこまち」の名で商標登録しました。 

 合川地区はその名の通り、米代川の支流である阿仁川と小阿仁川の合流地点。上流には豊かな森の森吉

山と太平山が聳えています。元々水の豊かな地域ですが、かつては堤防が何度も決壊し水害に悩まされて

きました。堤防が整備された今も、田んぼには山に積もった腐葉土のフィルターを通って、ミネラル分を

たっぷり含んだ水が送り込まれてきます。 

 さらに収穫後の田んぼには、稲ワラ、籾がら、堆肥を入れてプラウで天地返ししています。これによっ

て格段に育成が安定し、肥料・農薬は通常の２/３程度で充分。一部「無農薬」も栽培しています。「あい

かわこまち」は、一般家庭はもとより関東の焼き肉店、寿司店、定食屋、居酒屋などこだわりを持ったお

店でも大好評。精米、発送は日曜日除く毎日行っており、「明日まで」という早急な注文にも応じられる

体制ができています。また「あいかわこまち」の栽培、調製、精米、発送責任を明確にするため、スーパ

ー、米屋、コンビニなどの店頭販売は一切行っておりません。 

 もはや品種で米を選ぶ時代ではありません。これからは生産地、生産者の確かなブランドこそが、高品

質を物語るはず。私達は「あいかわこまち」を、自信をもってお届けします。    

資料１



 （有）大野台グリーンファーム

（概要）

・大野台グリーンファームは、県立営農大学校に代わり、その農場を活用して

農業後継者に企業的経営能力と技術を習得させるため、県内の優秀な農家を

構成員として平成３年１１月に設立した。

・受入研修生は、平成４年以降４６名（うち長期研修２８名）を数える他、高

校生等の農業体験研修や普及指導課で実施する講座制研修の場として活用さ

れている

・ 平成２０年１月、秋田県農業法人協会の会員である３法人がグリーンファー

ムへの経営参画を検討し、平成２０年４月１日に新たな役員でスタートした

１ 設 立

平成３年１１月２９日 （変更登記 平成２０年４月９日）

２ 業務目的

  新規就農者の育成を行うことを業務目的として掲げる公益性を帯びた法人

（１）農畜産物の生産販売 （２）農畜産物の生産販売の技術指導

（２）前号に付帯する業務

３ 資本金 ９５０万円 

４ 構成員等の概要

（１）役員  ３名

代表取締役 藤岡 茂憲 （有）藤岡農産

取締役 大塚 和浩 （有）大和農園

取締役 宮川 正和 （有）正 八

（３）従業員  ６名

（４）パート １４名程度（年間：２，８００日）

５ 平成２７年度実績

（１）野菜部門 ホウレンソウ（夏季は小松菜）、パイプハウス６８棟（約

２．５ｈ）ブロッコリー（１．５ｈ）、キャベツ（３．

５ｈ）、キュウリ（０．６ｈ）

（２）大豆（有機栽培）    （３４．４ｈ）



氏名  藤岡 茂憲 （ふじおかしげのり） 

略歴  

  昭和２７年８月   秋田県北秋田市（旧合川町）生まれ。

  昭和４５年３月   県立鷹巣高校普通科（現北鷹高校）卒業

  昭和４５年４月   長野県上高地 就職 登山家をめざす。

  昭和４８年８月   耕耘機で日本一周の旅に出る

  昭和５０年６月   帰郷し、農業に従事する。

  平成 ９年３月 (有)藤岡農産設立代表取締役現在に至る 

  平成２０年４月  (有)大野台グリーンファーム代表取締役

現在に至る

役職  北秋田市農業委員会 委員

北秋田市商工会 副会長

秋田県農業法人協会 顧問

（公社）日本農業法人協会 会長

（一社）アグリフユーチャージャパン 理事

日本食レストラン海外普及推進機構 理事

 秋田県立北鷹高校 教育振興会 監事
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規制改革会議 農業ワーキング・グループ 

平成28年2月4日(木) 

公益社団法人 日本農業法人協会 副会長 

農事組合法人 ながさき南部生産組合 会長理事 

近藤 一海 

＜１＞ 生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界

構造の確立について 

流通構造について 

(ア) 生産者（団体）自らが、生産原価・流通原価・再生産に必要なコストの

把握が不充分なままで、市場流通において無条件委託販売が主流となって

いる現状である。 

(イ) この販売方式は価格決定に生産者が参加できないばかりか、再生産価格

の実現は不可能であり、農業生産の自然からの影響を加味すると、経営の

不安定・所得の不安定と直結しており、後継者が育たない、法人経営でも

経営の不安定化の大きな原因と考える。 

農産物価格決定を大胆に見直す必要 

(ウ) 近年、特に青果市場においての価格決定は、小売価格からの逆算で卸売

価格の決定がなされており、いわゆるバイイングパワーの強大化の中、本

来価格形成の基本であるべき需要と供給のバランスで農産物の価格決定

はなされていない。（客観的な検証が必要） 

卸制度は必要か 市場使用料は生産団体・小売業折半負担とすべき 

(エ) 20年の間に生産者（出荷団体・農協）は相当集約され「1万千農協 ⇒ 7

百農協」、また一方の小売業態も、八百屋・果物屋は少数となり、チェー

ン化されたスーパー等の大型化が進んだ反面で、市場使用料（手数料）は、

生産者（団体）が一方的に《果物で 7％》《野菜類で 8.5％》を負担してい

る制度は早急に見直し、市場使用料は生産団体 5割、仕入業者（小売・仲

卸）5割の折半とすべき。 

(オ) また、戦後 70年続けられた市場制度の抜本的見直しが必要。 

資料２ 
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〔例〕ヨーロッパの市場は、卸が存在しない例が多数あり、場内における

仕分け物流は、清潔感にあふれ且つ機能的である。 

(カ) また、市場外流通においては、生産者の価格決定への参加は実現してい

るものの、建値はあくまで市場価格を参考としているものが多い現状。 

更に手数料に見合うセンター使用料の徴収が一般化しつつあり、取引先に

より 3～5％という実体にある。 

(キ) 商流・物流両面において、多段階を無くし、農家利益の最大化をはかる。 

＜2＞ 生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見通しにつ

いて 

(ア) 生産・出荷資材について、現状は各地域の農協が決める価格が建値（基

準価格）となっており（農機は例外）、系統以外の生産者団体の場合も基

準価格に対して 5～10％値引く形で、生産者への小売価格が決まっている

のが現状である。 

(イ) 出荷資材は古紙混入率・撥水性等性能によって、価格が 2～3割違うが、

国内において地域差が大きい。 

(ウ) 各種資機材は、生産者のニーズに対応した低コストの供給システムを考

えるべき。 

〔例〕 

 農業機械である作業機はどのメーカーのトラクターや動力部にもアタ

ッチメント可能なものとする。

 不必要な機能を付加して高価なものになっているので、栽培品目に合わ

せたシンプルで安価な機種があるべき（三価格帯）。

 故障した場合の修理費が高すぎる。

 耐用年数は、ほぼ 10年となっており、10年経過後、部品の調達ができ

なくなり、買い替えが必要となっている。

(エ) 特に農業機械の中古マーケットが発達していない全国網の整備が早急

に求められる。 
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＜生産資材の低コスト化に必要と思われること＞ 

(ア) 生産資材（農機を含む）の国内地域間の小売値を比較可能なシステムの

確立 

(イ) TPP 参加国をはじめ、農産物輸入国の資材価格の調査・公表システムの

確立 

(ウ) 各種資材のコストオープンの原則をつくる 

(エ) 共通部品や肥料成分等同資同等の規格を統一して、インターネットで農

家が自由に購入できる仕組みを構築する 

(オ) 海外からも各種資材が自由購入できるシステム等を確立する 



＜加工について＞

●農商工連携

●６次化について

目的は、加工によって付加価値をつけることで農家の所得向上を目指す

投資ファンド

外部資本

農商工ファンド

・中小業者が大半

・6割以上に後継者がいない

・過少資本である

・商品開発力不足

・販路開拓が進んでいない

漬
物

惣
菜
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統一ブランド⇒
プロモーション
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持ち株会社
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規制改革会議農業ＷＧヒアリング

平成２８年２月４日

株式会社 庄内こめ工房

代表取締役 齋藤一志

資料３

相関図

米 卸 業 者 ・ 商 社

有限会社
いずみ農産
（養豚．稲作）

株式会社
庄内こめ工房
（120戸800ha）

株式会社
まいすたぁ

（生産．加工．販売）
肥料・農薬販売

もち・精米販売

玄
米
販
売

玄米販売
（原料供給）

農

家

小

売

・
外

食
玄米出荷

海外

消費者

１．自己紹介

山形県農業法人会長



２．資材の調達の現状について

◆肥料
（株）庄内こめ工房でオリジナル肥料を開発

「こめ工房１号」「こめ工房２号」「こめ工房３号」全農が製造

一括購入
各社より見積もりを取り、安い納入業者と契約

※ １００円から２００円手数料

◆農薬
使用資材を２月まで決定して予約を取り、見積もり後大量発注
販売価格を、納入業者と打ち合わせをして単価決定

◆農機具
各農場ごと取引先農協や農機具販売店で契約
補助金入りの場合は、農協からが大半、値引きなし

３．農産物の販売について

庄内こめ工房は、コメを集荷し小売店、卸、などに販売
販売金額を会員に示して経費を差し引き各農場に支払う

４．課題の掘り起こし

この２０年で、農機具は２倍になりコメ価格は半値になった

肥料は、今でも仕入れるまで１次卸２次卸を通している

農薬の最大のお客様は、農協。気を使って安く売らせてくれない

農機具の耐久性が低い

大型化、高速化しても規模が追い付かず過剰投資

補助金は、農機具メーカーと定価で販売する農協への補助

余談
大型化する農機具を格納するハウス倉庫が建築基準法違反

１０年で農家は半減、農業を食い物にする業者の時代は終わる

高米価政策を終結して輸出型産業に改革の時



資料４
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